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委員会調査（行政視察）報告書 

 

　本委員会所管事務調査事件について、調査の結果を別紙のとおり、会議規則　　　

第７７条の規定により報告します。 

 





産業建設委員会行政視察報告書 

 

１．調査事件　有害鳥獣解体処理施設設置および活用の状況について 

 

２．調査日時　令和 7 年 10 月 29 日（水）　午後 1 時〜午後 4時３０分 

 

３．調査場所　宮城県刈田郡蔵王町役場及び蔵王町有害鳥獣解体場 

 

４．調査の出席者 

　○　委員長　楠　正次、副委員長　渡部　裕太、委員　芳賀　正義、委員　川島　進 

　　　随行者　議会事務局長　渡辺　健二 

　○　対応者　宮城県刈田郡蔵王町議会議長　佐藤　長成 

　　　　　　　議会事務局長補佐　鈴木　直美　 

　　　　　　　農林観光課　参事　遠藤　貴大　 

　　　　　　　農林観光課　主事　遠藤　修平　 

　　　　　　　蔵王町鳥獣被害対策実施隊　遠刈田隊隊長　杉山　良夫（解体場対応） 

 

５．調査結果 

　（１）取り組みのきっかけ 

　　　平成 23年以降にイノシシの生息域が急速に県南部地域から北部に拡大しました。イ

ノシシが急増し農作物被害が重大になり、平成 22年が 208 万円だった被害額が平成 26

年には 655 万９千円に急増したことから、イノシシの有害捕獲に取り組みました。平成

22年に 18 頭の捕獲実績が平成 26 年には 153 頭に激増し、現地埋設等の対応をしていた

が、鳥獣被害対策実施隊員の高齢化により現地埋設処分は限界に達するものと見込ま

れ、解体処理施設の設立が喫緊の課題となりました。 

　　　平成 24年以降は野生鳥獣の放射性物質が基準値を超えたため出荷制限がかけられ、

当面は食肉用としての流通は困難とされました。また、捕獲獣を１頭丸ごとの焼却処分

できる施設がなく、焼却処理能力に応じた解体が必要であり鳥獣被害対策実施隊から町

に解体場の設置要望が寄せられました。 

　（２）取り組みの状況 

　　　解体場の設置は一般的に迷惑施設と考えられることから、地元住民と十分な対話を行

い、意見及び住民から出された要望に応えることにしています。 

●地元住民の要望事項 

　　　①住民の目に触れない場所に設置すること。 

　　　②一見して解体場と分からない形状および出入り口を通行者に見えない位置にするこ

と。 

　　　③解体獣類残渣を一般廃棄ゴミとして搬出すること。 

　（３）解体場設置事業費抑制の取り組み 

　　　捕獲獣類の血抜き処理を現地で丁寧に行い、解体場ではトロ船を使用して新聞紙等を

敷き血を吸着させて排水に流入させないことで、獣類血液処理の浄化槽設置費用を抑え

ています。獣類の解体残渣は生ゴミとして一袋 15キロ以内にし冷凍保管しています。
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解体場の鍵は町内実施隊５隊の隊長及びゴミ運搬業者がそれぞれ持ち、解・施錠をして

います。解体場の窓ガラスに「ゴミあり」の表示がされている場合にゴミ運搬業者が解

錠し、袋詰めされた獣類残渣を運搬して処分場にて焼却処分しています。 

　（４）建設・備品費用 

　　　建物１棟、業務用急速冷凍庫１台、業務用冷凍ストッカー２台、食器消毒保管庫１

台、戸棚１個、高圧洗浄機１台、移動式テーブル４台、獣類解体用クレーン２機を設置

しています。 

　　●総事業費　　　 16,719,480 円 

　　●内訳：建設費用 14,470,920 円 

　　　　　　備品費用  2,248,560 円 

　　　町負担費用は 9,184,980 円ですがこの内 80％が特別交付税措置され、実質の町負担金

は総事業費の 10％程度です。 

 

６．所　感 

　　蔵王町鳥獣被害対策実施隊の方は「自分たちが要望した施設であるから、しっかりと利

用する」という思いが伝わりました。実施隊員の平均年齢は令和６年度 65 歳と高齢化が

進み、これまで１頭解体処理するために要する時間は２時間から半日程かかりました。解

体処理場ができてからは安全に衛生的な処理がスピーディにでき、１頭の解体に要する時

間は 30 分〜60 分程度と解体場設置前と比較すると大幅に時間短縮ができたこと及び労力

軽減がありがたいと聞きました。 

　　本町の有害鳥獣被害対策実施隊の高齢化も進んでいることから、隊員の労働力軽減及び

安全な解体処理ができるように不要となる公共施設等を活用することで解体場設置を検討

すべきと考えます。 
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蔵王町議会　佐藤 長成　議長　歓迎の挨拶

説明の様子

集合写真

蔵王町有害鳥獣解体場の説明（杉山 良夫 隊長）
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